
・ 現に放置されている建物

老朽危険空家とは→ ・ 不良度判定が100点以上となる建物
・ 倒壊した場合、周辺に悪影響を及ぼす建物

・ 建物の所有者又は除却の権限を持つ者

補助対象者とは→ （相続人代表など）
・ 町税等の完納者

・ 建物の解体費用

補助対象範囲→ （庭木の伐採、家財処分はＮＧ）
・ 対象経費の4/5以内で上限80万円

事前調査必要書類
・ 事前調査申請書 ・ その他
・付近見取り図
・ 外観写真（２面以上）
・ 対象者であることを証明する書類

（登記事項証明書、戸籍謄本など）

→結果通知書発行

交付申請必要書類
・ 補助金交付申請書
・ 付近見取り図
・ 概略平面図
・ 除却工事費見積書
・ 結果通知書の写し
・その他

※注意点
・ 交付決定後に契約してください。
・ 着工前、工事中、完成後の

写真撮影をしてください。

完了報告必要書類
・ 完了報告書
・ 工事写真
・ 契約書の写し
・ 領収書の写し
・ その他
・ 補助金請求書

▲松前町ＨＰ

老朽危険空家

(1)事前調査申請

　  (2)交付申請

不良住宅評点
100点以上

松前町住環境整備事業フローチャート
【老朽危険空家除却費補助事業編】

  （3）完了報告

補助金交付

交付決定

事前調査

除却工事

詳しくは松前町まちづくり課まで

お問合せください。

〒791-3192
愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地
松前町産業建設部まちづくり課

建築住宅係 電話：089-985-4122


